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１ 調査事件名 

ごみ問題（ごみ焼却場広域化を含む）について 

（ごみ減量化施策は、議案審議で行うこととする） 

 

２ 調査の目的 

枚方市との可燃ごみ処理広域化についての検証 

 

３ 調査の結果（管内、管外視察から） 

（１）猪名川上流広域ごみ処理施設組合（国崎クリーンセンター） 

平成２７年８月７日実施 

① 兵庫県川西市・猪名川町、大阪府豊能町・能勢町の府県を超えた１市３

町で構成する事務組合である。 

② 人口合計 224,630 人(平成２７年３月３１日現在) 

（川西市160,639人、猪名川町31,766人、豊能町21,209人、能勢町11,116

人） 

③ 焼却炉の方式は、「全連続式ストーカ炉＋灰溶融方式」を採用。 

④ 処理能力は、２３５トン/日（１１７．５トン/日×２炉）である。 

（灰溶融炉は２６トン/日×２炉、溶融スラグは現在有効利用されていな

い。フェニックスに搬入している。） 

⑤  発電能力は、５，０００kW/日である。 

⑥ 山間部に立地し、敷地面積は３３．４ヘクタールと広く、不燃ごみ処理

施設、リサイクル施設も併設され、また、指定管理者制度を活用し啓発施

設も設置されている。広い建屋の見学通路や、広い敷地を活用した取り組

みも行われている。 

⑦ 「事務の委託」方式については、共同して取り組んでいく事業にはなじ 

まず、「広域連合」については、総合的な広域計画の策定が前提となり、

大規模な組織となる。これらの理由を総合的に判断され、広域化を行う業

務が施設建設及び当該施設の管理運営に関するもののみであり「一部事務

組合方式」が最善とされた。 

⑧  周辺自治会（４地区）と「環境保全協定」を締結された。 

その理由は、過去に、ごみ焼却施設でダイオキシン汚染が計測されたこ

とがあり、周辺住民は環境汚染を懸念し反対運動があった。 

⑨ 定期的に「周辺住民協議会」を開催し、施設の稼働状況や環境影響調査

結果を報告されている。住民に対しては、組合で定期的に広報紙を発行さ

れている。 

⑩ 議会の議員定数は、１８人（内訳は、川西市９人、他の３町各３人）で、
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定例会は年２回開催。議長は川西市、副議長は３町で持ち回りとされてい

る（申し合わせ）。 

   

（２） 環境衛生センター甘南備園       平成２７年８月１０日実施 

① 稼働は、昭和６１年１２月(１９８６年)で稼働後３０年が経過している。 

② 施設能力は、８０ｔ/１６時間（４０ｔ/１６Ｈ×２炉）である。 

③ ダイオキシン恒久対策は、平成１２・１３年度に実施されている。 

④ 延命化対策工事として、煙突等の工事が平成２１年度に実施されている。 

⑤ 丁寧に運転、延命に努力されている 

⑥ ごみ焼却量は、平成２６年度で１７,１０９トンで、ごみ焼却量は横 

ばい状態である。 

（３） 枚方市東部清掃工場          平成２７年８月１０日実施 

① 平成２０年１２月に完成。  

② 敷地面積は、５１,３５０㎡（都市計画面積８０，６００㎡）で、粗大

ごみ破砕処理施設も併設されている。 

③ 焼却炉の方式は、全連続式炉ストーカ炉である。 

④ 焼却能力は、２４０ｔ/日（１２０ｔ/日×２炉）である。 

⑤ 灰溶融設備は２４ｔ/日が２炉あり、焼却炉と一体である。（都市ガ 

ス使用料は１年間で約１億円）溶融スラグの活用はできず大阪湾（フェニ

ックス）で埋め立て処理している。 

⑥ 発電設備は最大出力４，５００kW、発電量は年間約３０,０００ｋｗ 

で、そのうち約５０％強を売電され、売電額は、平成２６年度で約 2 億

4400 万円となっている。 

⑦ 雨水の利用を行なわれ、プラットホーム下に貯水槽が設置されている 

⑧ 見学用通路は広く、近隣の昆虫類などの写真展示も行われている。 

 

（４） ふじみ衛生組合（東京都）       平成２７年１１月１１日実施 

① 三鷹市（１８万人、１６．４㎢））と調布市（２２万人、２１．６㎢）

で構成する一部事務組合である。  

② 三鷹市役所の隣、都営団地、民間アパートも隣接するという市街地に建

設されている。 

③ 処理方式は全連続燃焼式ストーカ炉で、２８８ｔ/日（１４４ｔ/日×２

炉）を処理している。 

④ 灰溶融炉は設置されず、たま広域資源循環組合に搬入しエコセメント化

されている。また、不燃ごみ処理施設が併設されている。 

⑤ 発電設備を備え、９，７００ｋＷ、年間約５億６千万円の売電が行われ
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ている。 

⑥ 事業方式は、ＤＢＯ方式(公設民営方式)を採用されている。  

建設期間は、平成２２年２月～平成２５年３月まで。 

運営期間は、平成２５年４月～平成４５年３月とされている。 

落札価格は、建設費に約９７億円、２０年間の運営費が約４８億円とな

る。当時は建設費が安価であった。売電収入のうち２．５億円は事業者の

収入となる。 

⑦ 焼却場建設に至る経緯（⑧から時系列で表示） 

平成１１年に、両市で「新ごみ処理施設整備に関する覚書」を交わされ

たが、「ふじみ衛生組合」近隣の住民強い反対運動が起きた。また、市長

選挙でも争点となり、反対を主張する市長が誕生した。そのため、用地の

選定から建設、稼働後の段階ごとに市民参加の委員会を設置するなど市民

合意の形成に努めてきた。 

⑧ 平成１４年１月～平成１６年３月 

      「新ごみ処理施設整備基本計画検討委員会」が設置される。 

委員会の構成は、市民２０名（各市１０）、学識者３名、職員４名で、

約２年間かけたのち施設規模、処理方式、建設候補地、事業方式の答申が

行われた。建設予定地については、検討対象地６か所の中から、１４項目

の相対企画項目で絞り込みを行うこととされた。 

⑨ 平成１７年８月 

「新ごみ処理施設整備基本計画策定に係る建設候補地選定報告」が発表

される。 

「ふじみ衛生組合用地及びその周辺用地が最適」と判断され、１０月に

７回の説明会を開催された。 

⑩ 平成１７年１２月 

「新ごみ処理施設基本計画(素案)」が作成される。これにより１２月に

７回説明会を開催された。   

さらに、平成１８年１月にアンケートを実施され、１８年３月に「新ご

み処理施設基本計画」が策定された。 

⑪ 平成１８年１１月～平成２５年３月 

「ふじみ新ごみ処理施設整備市民検討委員会」が設置された。 

委員会の構成は、市民１２名(各市６名)、学識者２名で構成される。 

所管事項は、施設建設に関すること、環境影響評価に関すること、コミ

ュニティ機能に関することで、主な論点としては、煙突の高さ、焼却炉の

炉数、白煙防止装置の有無などを協議された。 

⑫ 平成２０年２月 
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「新ごみ処理施設整備実施計画(案)」が作成された。 

３月に説明会４回の開催と、パブリックコメントを実施され、３月に

「新ごみ処理施設整備実施計画」が策定された。 

⑬ 平成２０年９月 

「事業者選定委員会」が設置される。学識者５名、職員３名による委員

会の構成となる。 

⑭ 平成２１年９月 

「落札事業者が決定」される。 

⑮  平成２１年１１月～現在 

「ふじみ衛生組合地元協議会」が設置される。 

委員構成は、市民２５名（敷地境界から５００ｍ）、職員７名による構

成。  

協議事項は、地域環境の保全及び公害防止対策、交通安全対策、情報の

公開、施設に異常が発生した時の措置、その他。 

⑯ 平成２２年２月 

「新ごみ処理施設建設工事に関する工事協定書」が締結される。 

⑰ 平成２４年１０月 

「ごみ処理施設に係る環境保全に関する協定書」が締結される。 

   主な内容、環境測定、情報公開、広域支援の場合等について 

⑱ 現在の取り組み 

地元協議会（監視のための専門委員会）の設置 

環境学習(来場者への環境学習推進) 

情報公開(三調だより年４回発行と、広報ふじみ年２回を発行、ＨＰ) 

  

  

４ 総括 

  本委員会は、猪名川上流広域ごみ処理施設組合、環境衛生センター甘南備園、

枚方市東部清掃工場、ふじみ衛生組合(東京都)の４施設の視察を行ってきた。 

 特記的なものは下記のとおりである。 

（１） 猪名川上流広域ごみ処理施設組合 

府県を越えての一部事務組合であるが、そのことによる問題はないと思わ

れる。 

敷地面積は３３．４ｈａと不必要に広い感がした。他に理由があるとも考

えられた。 

建屋については、必要以上の子供体験スペースや専用の議会議場、見学者

用廊下の広さ、臭気漏れなど一考を要するものがあった。 
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周辺の区・自治会が参加する協議会、広報紙の発行は参考にすべきものが

あった。 

 

（２） ふじみ衛生組合(東京都) 

市街地に立地するごみ焼却場であることが特徴であった。 

計画当初、周辺住民の強い反対があり、そのため各段階ごとに住民参加

の委員会を設置する等市民合意に努めて来られた。そのため施設の稼働も

当初の計画より数年遅れている。一方では、地球環境に配慮し白煙防止装

置を設置しないなど、特筆すべきこともあった。 

発電設備は９,７００Ｋｗであり年間売電額は約５億６千万円と大き 

な効果があると思われる。 

市街地でもあり周辺自治会長などと締結した「ごみ処理施設に係る環境

保全協定書」や、広報紙の発行は参考にすべきものと思われる。 

市街地にあることで、地域のコミュニティ施設として活用していること

も特徴であった。  

 

（３） 枚方市東部清掃工場 

灰溶融を行っており、燃料のガス料金が年間１億円にも上るが、スラグ

の有効活用は困難で、大阪湾(フェニックス)で埋め立て処分されている。

施設建設に当たっては考慮すべきと考える。 

プラットホーム下に雨水タンクを設置し、見学者用通路も確保し、廊下

壁面には周辺の昆虫等の写真の掲示など施し、また、通路では臭気なども

感じられず施設建設に当たって参考にすべきものがあった。 

排ガス基準値は法令上の基準値より厳しい自主基準値を定め、施設入り

口付近には表示版も設置されていた。リアルタイムでの計測値の表示は参

考にすべきものがある。 

 

（４） 環境衛生センター甘南備園 

昭和６１年１２月(１９８６年)稼働であり、２９年が経過している。 

途中ダイオキシン対策や延命化対策などを実施しているが、老朽化は進

んでいる。日常の保守点検など職員の努力も大きいとのことである。平成

２６年度の年間焼却量は、１７,１０９トンとおおむね横ばい状態が続い

ている。 

 

（５） まとめ 

① ごみの広域処理を行う組織としては、簡素な一部事務組合が望ましい。 
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② 猪名川上流広域ごみ処理施設組合は府県を越えた一部事務組合であるが、

特段の問題は感じなかった。しかし、今回の共同施設は、枚方市の一部と

京田辺市のすべての可燃ごみ処理という点では課題は残っている。 

③ 建屋については、専用の議会議場は必要なく、地元開放スペースなどは  

地元と十分検討を要する。むしろ臭気対策や、環境保全対策に力点を置く

べきである。 

④ 焼却灰の溶融については、スラグの再資源化が困難であり、一考を要す

ると考える。また、発電設備については相当な売電を期待できるものであ

る。 

⑤ ふじみ衛生組合における市民参加による用地選定等は、近隣住民の反対

運動がある中で合意形成を得るものとしては参考にする面があるが、反面

時間がかかる面もあった。場所選定後も市民参加の運営で行われており、

白煙防止装置の設置を不用とするなどは市民参加ならではの感がした。 

⑥ 地元区・自治会とは、建設段階での安全対策について協議会を設けてい

る。稼働後についても、協議会などを通じて積極的な意思疎通、情報提供

には努める必要がある。 

⑦ 一部事務組合としての広報紙の発行など、広報活動について検討すべき

と考える。 

 

  

５ 調査の経過 

① 平成２７年６月８日 建設経済常任委員協議会  

  ごみ問題(ごみ焼却場を含む)を調査項目とする 

 

② 平成２７年６月１９日 建設経済常任委員協議会 

ア 可燃ごみの広域処理についての市の取り組み経過と今後のスケジュー

ルについて 市の説明と質疑 

イ 管内視察と管外視察の視察先とスケジュールについて協議 

 

③ 平成２７年７月７日  建設経済常任委員協議会 

ア「枚方市・京田辺市可燃ごみ広域処理に関する連絡協議会」の設置及び

重点協議事項について 市の説明と質疑 

 

④ 平成２７年８月７日 管外視察 

猪名川上流広域ごみ処理施設組合「国崎クリーンセンター」 

特徴は府県境を越えた自治体で構成する一部事務組合 
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⑥ 平成２７年８月１０日 管内視察 

環境衛生センター「甘南備園焼却施設」視察 

 

⑦ 平成２７年８月１０日 管外視察 

  枚方市「東部清掃工場」視察 

 

⑧ 平成２７年９月１５日 建設経済常任委員協議会 

ア ごみ減量化施策について 

イ 可燃ごみの広域処理について  

・事業実施主体について 

・費用負担について 

・ごみ焼却施設の処理方式について 

・排ガスの公害防止基準について 

     以上について連絡協議会での検討方向についての市の報告と質疑 

 

⑨  平成２７年９月１５日建設経済常任委員会 

ア 議案第５１号 財産取得について 

イ 所管事務調査 ごみ問題（ごみ焼却場を含む） 

 

⑩ 平成２７年１０月１５日 建設経済常任委員協議会 

広域処理におけるごみ処理経費の費用負担について 

ア 市町村の費用負担の現状 

イ 費用負担の概要について 

ウ 費用負担の基本的な検討方向 

以上について、市の考え方の説明と質疑 

 

⑪ 平成２７年１１月１１日 

  東京都ふじみ衛生組合視察(三鷹市と調布市で構成する一部事務組合) 

  特徴は市街地に立地するごみ焼却場 

 

⑫ 平成２７年１１月２０日 管外視察 

  １０月２３日の第２回連絡協議会での協議内容の報告と質疑 

ア 事業主体を事務組合とすること 

イ 事務組合の検討方向 

以上について報告と説明、質疑 
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⑬ 平成２７年１２月１６日 建設経済常任委員協議会 

ア 京田辺市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（案）について 

イ 一部事務組合の検討方向について 

ウ ごみ処理施設整備基本計画について 

以上について報告と説明、質疑 

 

⑭ 平成２８年１月１８日 建設経済常任委員協議会 

ア 一部事務組合について(規約案要旨、今後の予定)  

イ 施設整備基本計画（案）について 

 

⑮ 平成２８年２月  

ア ごみ処理基本計画の策定について 

イ 可燃ごみの広域処理について 


